
【特定一階段等防火対象物の指定】

「特定一階段等防火対象物」は、平成13年９月１日に発生した「新宿歌舞伎町ビル火災」により４４人の尊い命が失

われたことを契機に制定されました。屋内に階段が1つしかない建物の、１階及び２階以外の階に不特定多数の方が

出入する「飲食店や物品販売店等」または災害弱者が多い「病院や福祉施設等」が存在している建物がこれに該当し

ます。これらの建物では、消防用設備等の設置基準の強化に加えて、厳格な防火管理が求められております。

「特定一階段等

防火対象物」

高知市内の建物関係者の皆さまへ

火災の死者を出さないために
指導内容の早期改善にご協力ください！

高知市消防局は

～火災の予防を徹底します！～
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過去の火災事例でも唯一の避難経路である

この階段が使用不能となることで多くの命

が失われています。

特に階段の物品は即時撤去を！

※特定一階段等防火対象物

のイメージ図

部分に不特定多数が利用する施設

総務省消防庁は、令和３年12月17日の「大阪市北区ビル火災」を受けて、各

都道府県の消防行政に対して「直通階段が１つしかない建物」の違反是正の

徹底を呼び掛けており、全国で火災危険の撲滅に向けた取組みが推進されて

います。高知市においても、これらの建物における火災の死者を出さないた

めに積極的に火災予防を働きかけていきますので、消防行政へのご理解・ご

協力をお願いします。

全国で火災危険の排除に向けた動きが活発化しています！



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 消防法令違反を是正するよう、行政的に義務を課す「行政

処分」です。命令を実施した場合、以下の公示を行います。 

命令を行った旨の公示 

（消防法第 17 条の 4） 

 建物の状況が消防法令に適合しておらず命令を受けた旨及

び関係者の氏名等を、建物の利用者等に周知させるため、次の

場所の一部又は全部に公示（標識の掲示等）を行います。 

 

・建物の主要な出入口 

・高知市ホームページ 

・その他 

違反是正指導 

（立入検査） 

（確認検査） 

 現状が消防法令に適合していないことをお知らせし、設備設

置等により法令に適合するよう促す「行政指導」です。 

警 告 

設備設置命令 

（消防法第 17 条の 4） 

使用制限命令 

（消防法第 5 条の 2）） 

告  発 

警告の履行期限 

 違反事実の是正を促し、是正されない場合は行政処分を行

う旨をお知らせする「警告書（=行政指導）」を交付します。 

事実確認のため、現場の実況見分を実施し、必要に応じて

【質問調書】を作成します。 

命令の履行期限 

査察結果 

通知書配付※ 

 通知書配付後，違反事項についての関係者の今後の対応に

ついて【改善（計画）報告書】で 20 日以内に報告を求めます。 

※ 公表対象の場合は，公表予告文を記載した通知書を関係 

者に配付します。この場合，同通知書配付後，14 日を経過 

した日以降に対象物名称等を公表します。 

公表制度は住民への情報提供であり，違反処理ではありません。 

20 日以内 

改善計画 

公表 

14 日を経過 

した日以降 

質問調書の取得 

質問調書の取得 

違反是正指導及び措置の流れ 
（例：消防用設備等に違反がある場合の事務手続き） 

※使用制限の命令を行わずに告発

に移行する場合があります。 

名称 住所 電話番号 

消防局予防課 高知市丸ノ内一丁目７番 45 号 088-871-7504 

中央消防署 高知市筆山町４番５号 088-856-9902 

北消防署 高知市秦南町一丁目４番 63-22 号 088-802-6031 

東消防署 高知市高須砂地 230 番地２ 088-866-3119 

南消防署 高知市春野町芳原 1015 番地 088-821-9560 

不明な点はお近くの消防署または予防課までご相談ください 


